
  

平成 21年 5月 13日 

プレスリリース 

社団法人 海外環境協力センター 

 

カーボン・オフセット認証制度における案件募集開始について （お知らせ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．カーボン・オフセット認証制度の概要 
カーボン・オフセット認証制度は、以下の認証基準及び制度文書等により構成されています。 

 

・我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針） 

・カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準 

・カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築のための情報提供ガイドライン 

・カーボン・オフセットの対象活動から生じる GHG排出量の算定方法ガイドライン 

・カーボン・オフセット認証制度実施規則 

・カーボン・オフセット認証制度委員会規程 

・カーボン・オフセット認証制度ラベル・名称使用規程 

・カーボン・オフセット認証制度実施要領 

・カーボン・オフセット認証制度利用に伴う誓約書 / カーボン・オフセット認証制度利用約款 

 

２．カーボン・オフセット認証プロセスの概要 
①認証申請 

カーボン・オフセット認証の申請を希望する事業者等（以下、「制度参加者」といいます）は、気候変動対

策認証センターに対して、所定の手数料（認証等使用料の概算払を含む）を支払い、必要資料を添付し

て、申請書を提出します。 

 

②気候変動対策認証センターによる申請受理 

気候変動対策認証センターは申請書の形式要件を確認の上、申請を受理します。資料が不足する場合

は、制度参加者による資料がそろい次第受理いたします。 

 

③気候変動対策認証センターによる制度参加者登録 

申請と同時に、制度参加者は参加者登録されます。登録は約１年間有効であり、毎年更新することがで

きます。 

 

④気候変動対策認証センターによる予備審査 

○ 「低炭素社会づくり行動計画」（平成20年７月29日閣議決定）に基づき、環境省は、カーボン・オフ

セットの取組を推進するにあたって信頼性を確保するため、平成21年3月18日に、「カーボン・オフ

セットの取組に対する第三者認証機関による認証基準（Ver. 1.0）」を公表しました。 

○ 気候変動対策認証センターでは、環境省の公表結果を受け、カーボン・オフセット認証制度の実

施に必要な文書類の準備を進めてまいりました。意見の募集（パブリックコメント）を経て、4月30日

（木）には各界の専門家で構成する運営委員会を開催し、制度に関する審議をいただきました。 

○ 各運営委員からいただいたご指摘を踏まえ、事務局により修正を行った結果、案件募集開始の

準備が整いましたので、５月14日（木）より案件募集を開始いたします。（ただし、あんしんプロバイ

ダー制度参加者の随時募集については後日とさせていただきます。） 

 



  

気候変動対策認証センター審査チームは、申請書および添付資料に対して予備審査を行います。必要

に応じて、現地審査を行います。 

 

⑤カーボン・オフセット認証委員会による本審査・認証 

申請受理から 40 営業日以内に開催される認証委員会において、気候変動対策認証センター審査チー

ムの予備審査結果を踏まえ、認証の可否が決定されます。認証委員会において認証されなかった場合

も、申請書の修正等を行うことで認証を得られる可能性があります。 

 

⑥ラベル使用開始 

事業者は認証を得られればその日から期限までラベルを使用することができます。 

（事前認証・事後確認型の場合は、排出量等の中間報告が別途必要です。） 

 

⑦案件における実績売上高の報告・認証等使用料の精算 

認証取得者はラベル使用開始日（認証決定日）からラベル使用終了日までの間の当該案件における実

績売上高を気候変動対策認証センターに報告し、認証等使用料を精算します。 

 

３．カーボン・オフセット認証制度運営委員会について 

平成 21年４月 30日（木）午前 10時から開催されたカーボン・オフセット認証制度運営委員会において、

制度運営に必要な文書が採択されました。 

 

カーボン・オフセット認証制度運営委員会 （一部を除き五十音順 敬称略） 

新美 育文（座長） 明治大学法学部 教授 

菅 美千世 社団法人全国消費者生活相談員協会 常任理事 東北支部長 

高橋 康夫 環境省地球環境局地球温暖化対策課 市場メカニズム室長 

野崎 麻子 監査法人トーマツ エンタープライズリスクサービス部 公認会計士 

平野 学  東京電力株式会社 環境部 地球環境グループマネージャー 

藤倉 まなみ 慶應義塾大学環境情報学部 教授 

加藤 真  社団法人海外環境協力センター 主席研究員 

 

４．カーボン・オフセット認証の申請先について 
気候変動対策認証センター（社団法人海外環境協力センター内）にて、平成 21 年 5 月 14 日（木）よりカ

ーボン・オフセット認証申請の受付を開始します。申請は郵送のみ受け付けます。なお、あんしんプロバ

イダー制度の募集は、後日とさせていただきます。 

 

 郵送先： 〒１０５－００１１ 東京都港区芝公園３－１－８芝公園アネックス７階 N 

社団法人海外環境協力センター内 気候変動対策認証センター 

 

５．参考 
カーボン・オフセット認証制度に関する関連情報につきましては、以下のホームページにおいて掲載して

おります。 

○ 環境省 カーボン・オフセットのホームページ 

○ カーボン・オフセットフォーラムのホームページ 

○ 気候変動対策認証センターのホームページ 

 

 [本プレスリリースに関する問合せ先] 

気候変動対策認証センター(CCCCJ)事務局 

社団法人 海外環境協力センター(OECC)内 

ＴＥＬ：03-5425-3744  /  ＦＡＸ：03-5425-3745 

E-mail：info@4cj.org  / URL: http://www.4cj.org 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.j-cof.org/
http://www.4cj.org/
mailto:info@4cj.org

